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令和７年 第８回 農業委員会総会 議事録 

 

・開会日時  令和７年７月７日 午後１時５８分 

・閉会日時  令和７年７月７日 午後２時５１分 

・開催場所  議会庁舎３階３０１会議室  

 

・出席委員（２４人） 

１番 石村 利夫 ２番 澁澤 聖一 ３番 小堀 清  ４番 星野 和幸 

５番 松島 敏男 ６番 伊能 良雄 ７番 関 けい子 ８番 横室 辰雄 

９番 坂本 忠 １０番 井田 健 １１番 平野 豊一 １２番 須賀 民雄 

１３番 阿久津 昌枝 １４番 松田 智之 １５番 茂木 啓二 １６番 栗原 博 

１７番 奥野 芳男 １８番 伊藤 晴夫 １９番 山口 かず子 ２０番 狩野 富一 

２１番 小林 要 ２２番 石井 真帆美 ２３番 町田 祐介 ２４番 猪岡 正一  

     

 

・事務局出席者 

事務局長 関沼  明也  副参事 井草 依早子  局長補佐 高山 幸治  係長 山田 正史   

副主幹 根岸 広和  副主幹 望月 優至  副主幹 田部井 絢子  主任 田中 惇也   

主事 山崎 佑香  主事 濵上 裕香  嘱託員 福島 美咲 

 

 

・付議事件 

議案第35号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第36号 農地法の規定による許可後の計画変更申請について（５条） 

議案第37号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第38号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第39号 競売農地の買受適格証明願いについて（耕作目的） 

 

・協議事項 

（１）令和８年度農林関係税制改正に関する要望 

 

・報告事項 

（１）農地法第４条の規定による届出書の受理状況について 

（２）農地法第５条の規定による届出書の受理状況について 

（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

（４）現況証明交付状況について 

（５）農地転用等の意見聴取の結果について 
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事務局長 

 

会 長 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

   

 田部井副主幹 

議 長 

２１番委員 

田部井副主幹 

 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

 

議 長 

 

望月副主幹 

議 長 

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

山崎主事 

議 長 

 

調査班長 

それでは、これより令和７年第８回農業委員会総会を開催いたします。開会に先立ちまして、

澁澤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

◇（挨 拶） 

ありがとうございました。続きまして、本日の出席状況について報告いたします。本日の欠席

通告者は、ありませんでした。従いまして在任委員２４名中２４名の出席であり、農業委

員会等に関する法律第２７条第３項の規定による過半数に達しておりますので、本会議は成立い

たしますことをご報告申し上げます。なお、本総会は一般公開となりますので、傍聴者がいる場

合は随時受付をさせていただきますことをご了承ください。ここからは、会議規則第５条の規定

により、会長が議長となり会議を進めることとなりますので、澁澤会長よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、令和７年第８回農業委員会総会を開催いたします。初めに前橋市農業委員会総会会

議規則第２５条第３項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。１８番 伊藤 晴夫委

員、１９番 山口 かず子委員、にお願いいたします。なお、総会での発言については、会議規

則に基づき、挙手をして自己の議席番号及び氏名を告げ、議長の許可を求めてから発言をお願い

します。発言は審議に関するものとし、要点をおさえ、簡潔にお願いします。特に議題外にわた

ったり、議題そのものの範囲を超えたりしないようご注意いただき、議事のスムーズな進行にご

協力をお願いします。 

それでは、議事に入ります。議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請について、整

理番号１番から２５番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

 ２５番についてですが、賃借料が１０万円なのですが、少し高いような気がします。 

 代理人にも確認いたしましたが、この金額で間違いないそうです。金額の理由については言及

していません。 

他にご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１６番を保留とし、

整理番号１番から１５番、１７番から２５番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請については、１

６番を保留とし、整理番号１番から１５番、１７番から２５番を許可とすることに決定いたしま

す。 

次に、議案第３６号 農地法の規定による許可後の計画変更申請 第５条許可について、整理

番号１番から３番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番から３番を承認とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第３６号 農地法の規定による許可後の計画変更申請 第５条

許可については、整理番号１番から３番を承認とすることに決定します。 

次に、議案第３７号 農地法第４条の規定による許可申請について、整理番号１番から９番の

審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

整理番号７番については、現地・面接調査を、８番については現地調査を実施していますので、

調査班長の報告をお願いします。 

ご報告いたします。整理番号 4 条の 7 番、営農型太陽光発電施設、令和 3 年に許可を受け、一
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調査班長 

(23 番委員) 

 

 

 

 

議 長 

        

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

 

 

時転用期間３年を迎える令和６年の更新時に単収要件が達成されなかったため、１年間の一時転

用としていた事案の更新手続きです。先月書類不備により保留になった案件です。現地·面接調査

案内図は、１ ページから１９ ページです。申請地は、前橋市大室公園から北東約８００m に位

置する、農用地区域内の農地です。現地案内図は３ ページをご覧ください。面接には、申請代理

人が来られました。先月の面接調査では、下部農地の営農計画が定まっていませんでしたが、今

後も柿の栽培を継続したい。単収 8 割を確保できるように努力したいとのことでした、下部の農

地の作付けの状況ですが、先月の面接調査後に地元の農業委員の助言を受け、現状で入手可能な

だけの柿の苗を購入し、申請地に作付けを行いました。現在、申請地には、６０本ほどの柿が植

えられています。ただし、下部農地の面積に対し、適正な本数は１３０本ほどとのことで、不足

分は、１１月～２月までにＪＡから購入し定植するとのことです。今後、追加分の苗を発注する

が、定植できる時期までの間は、土づくりや防草シートに定植用のスペースを設けるなど、作付

けに向けた具体的な計画が示されました。なお、防草シートに定植用のスペースを設ける（穴を

開ける）際には、十分な水やりや追肥が行えるなど、農作業に必要なだけの面積を十分に確保す

るとのことです。 

営農計画、収支計画も具体的に示され、整合性も図れており、書類も整いました。現状では太

陽光発電施設下部の農地の営農状況は十分とは言えないが、代理人がしっかり面接に対応され、

今後の営農計画が具体的に示されたこと、草刈りなどの圃場管理や、苗の増殖がされ営農状況が

改善されたことから、調査班としては、一時転用の期間、１年の間に法改正後の基準に見合った

営農状況に改善することを条件とし、条件付きとはなりますが許可相当と判断したいと考えます。 

なお、調査班としては、営農状況の改善がより確実となるよう、定植の時期である来年 2 月を

期限として定めた文書指導を行いたいと考えます。文書指導、それでも改善がみられなければ、

文書勧告・経済産業局に通報することによる売電停止という流れになります。文書指導の時期·

内容については、事務局に対応をお願いしたいと思います。 

事務局より補足で説明いたします。先ほど班長さんにお話し頂いた通り、定植時期である来年

２月を期限として定めた文書指導を行いたいと考えます。発送の時期については、群馬県および

県内他市町村の事例などを調査しつつ、内容を精査し、文書発送前には、特別調査班による現地

調査・総会での協議をお願いできればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、本申請人の営農型太陽光発電施設で営農状況が十分といえない案件についても、本案件

と同時に文書指導を行いたいと考えておりますので、それらを踏まえ、ご審議いただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

次に整理番号４条の８番、営農型太陽光発電施設の一時転用期間３年経過後の３年間の更新手

続きです。現地·面接調査案内図は２０ページから４１ページです。申請地は、市立桃瀬小学校か

ら東約３７０mに位置する、農振農用地区域内の農地です。現地航空写真は４０ページをご覧く

ださい。申請地には、主にフキが作付けされており、その他、ジャガイモの収穫もされ、下部農

地が営農計画どおりに利用されていることが確認できました。調査班としては、農地全体に作付

けを行っており、管理も十分にされていることから、許可相当と判断いたします。以上です。 

以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問

をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号７番については、文書指

導を条件とし、整理番号１番から９番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第３７号 農地法第４条の規定による許可申請については、整

理番号７番については、文書指導を条件とし、整理番号１番から９番を許可とすることに決定い

たします。なお、整理番号７番の文書指導を行う際には、総会にて、協議することになりますの

で、ご承知おきください。 
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望月副主幹 

議 長 

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

田部井副主幹 

議 長 

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

根岸副主幹 

議 長 

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

次に、議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請について、整理番号１番から２０番

までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番から２０番を許可と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請については、整

理番号１番から２０番を許可とすることに決定いたします。 

なお、営農型太陽光発電施設の下部農地の面積が３，０００㎡を超える許可処分については、

群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴いて、意見が「異存なし」と答申のあったものに

ついて、会長専決により許可書を交付することになりますので、ご承知おき願います。 

次に、議案第３９号 競売農地の買受適格証明願い耕作目的について、整理番号１番から２番

の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番から２番を適格とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第３９号 競売農地の買受適格証明願い 耕作目的について、整

理番号１番から２番を適格とすることに決定いたします。 

なお、当該願い出人が最高価格競落人となり、許可申請書が提出された場合には、本証明願い

の内容と事情が異なると会長が認めた場合を除き、許可して差し支えない旨の付帯決議事項を付

けさせていただきます。 

次に協議事項（１）令和８年度 農林関係税制改正に関する要望について、協議をお願いしま

す。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。令和８年度 農林関係税制改正に

関する要望について、原案のとおり要望することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（１）令和８年度 農林関係税制改正に関する要望につい

ては、原案のとおり要望することに決定いたします。 

次に、２５ページ以降の報告事項ですが、報告事項（１）から（４）までの内容は、 

 

（１）法第４条の届出書の受理状況          ４件  

（２）法第５条の届出書の受理状況          ７件 

（３）法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況   １１件 

（４）現況証明交付状況について           １件 

 

また、報告事項（５）は、第７回総会において許可とした、法第５条の農地転用２件について、

群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見が「異存なし」と答申がありましたので、会長専決に

より許可書を交付しておりますので、後ほどご覧ください。 
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それでは、以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、『総会を閉会』といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


